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第１章 公の施設の指定管理者制度の運用に関する基本的な考え方について 

１ 本ガイドラインの目的 

この「登米市公の施設に係る指定管理者制度の運用に関するガイドライン(以下「ガイ

ドライン」という。)」は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の２第３項及び第４

項並びに登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第10

号。以下「手続条例」という。)、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

規則(平成17年規則第８号、登米市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する規則（平成21年教育委員会規則第10号）と合わせて、以下「手続規則」という。)に

基づき、登米市が指定管理者を指定するに当たり、適正、かつ統一的に指定管理者制度の

運用を図るための指針として定めるものです。 

 

２ 指定管理者制度の概要 

指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的で設置されている「公の施設」の管理運

営に関する制度として、平成15年(９月施行)の地方自治法改正により導入されました。 

従来の管理委託制度では、公の施設の管理運営の委託先は、公共団体、公共的団体、地

方自治体の出資法人(一定要件を満たすもの)に限られていましたが、指定管理者制度では、

広く民間の株式会社、非営利活動法人、地域団体、法人格を有しない任意団体などの各種

団体にも門戸が開放され、施設の使用許可等の行政処分も含め包括的な委任が可能となり

ました。 

 

３ 指定管理者制度導入の目的 

指定管理者制度は、地方自治法第 244条の２において、「公の施設の設置の目的を効果

的に達成するため必要があると認めるとき」に条例の定めるところにより、法人その他

の団体であって、地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に当該公の施設の管理を行

わせることができる制度です。 

多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、民間の経営ノウハウを活か

し、市民サービスの向上と経費の節減を図ることが目的とされていますが、単に建物、

施設の管理のみを委任するものではなく、当該施設の設置目的に沿ったサービスの向上

が狙いとされていること、また、コスト削減のみが成果として強調されるべき制度では

ないことに留意する必要があります。 
 

○地方自治法(抄) 

(公の施設) 

第 244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設

(これを公の施設という。)を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な

理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱い 

をしてはならない。 
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(公の施設の設置、管理及び廃止) 

第 244条の２ (略) 

２ (略) 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき

は、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するも

の(以下本条及び第 244条の４において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わ

せることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その

他必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る

料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができ

る。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めると

ころにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当

該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するた

め、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査

し、又は必要な指示をすることができる。 

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 

４ 管理委託制度と指定管理者制度の比較 

管理委託制度と指定管理者制度の主な相違点は下表に示すとおりです。 

区 分 管理委託制度 指定管理者制度 

管理主体 

・公共団体  

・公共的団体 

・地方自治体の出資法人(一定要

件を満たすもの) 

・法人その他の団体(株式会社、公益法人、

NPO法人、地域団体、任意団体など) 

契約の形態・法的

性格 

・公法上の契約関係 

・委託契約 

・管理の代行 

・協定(自治法上の「契約」には該当しない

ため「入札」の対象外) 

施設の管理権限(使

用許可) 
・地方自治体 ・指定管理者 
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５ 指定管理者制度の運用についての基本的な考え方 

(１) 指定管理者制度について(地方自治法第244条の２第３項) 

普通地方公共団体は、公の施設の設置目的を達成するため必要があると認めるとき

は、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が

指定するもの(指定管理者)に当該公の施設の管理を行わせることができることとなっ

ており、指定管理者制度は、登米市が指定する法人、その他の団体に公の施設の管理

運営を行わせる制度であり、その対象は民間事業者等が幅広く含まれ、施設の設置目

的が最大限発揮されるとともに、団体が有する能力やノウハウを活用することにより、

市民サービスの向上と経費の縮減を図るものです。 

 

(２) 新たに建設された施設への制度導入に関する基本的な考え方 

新たに建設された施設へ指定管理者制度を導入する場合は、施設の維持管理経費の

実績を把握する観点から、最低１年間は市が直営管理を行った後、指定の手続を経て、

制度を導入することを基本とします。なお、１年間以上の直営管理後に手続を行うた

め、直営管理は実質２年間以上となります。 

ただし、道の駅などの施設の特性上、直営管理が馴染まない施設は例外とします。 

 

(３) 指定の期間に関する基本的な考え方(地方自治法第244条の２第５項) 

指定管理者の指定は期間を定めて行います。指定に期間が設けられているのは、最

小の経費で最大の効果を挙げているかなど、指定管理者による管理が適切に行われて

いるかどうかを地方公共団体が見直す機会を設けることが適当であるとの考え方に

よるものです。 

指定期間について法令上特段の定めはありませんが、合理的な理由もなく長期間の

指定を行うことは不適切であるとされ、他方、単年度での指定では指定管理者が経営

努力を発揮する余地が少ないと考えられることなどから、地方公共団体が施設の目的

や実情を勘案して適切に定めることとされています。 

具体的には、例えば指定期間が長期になった場合、競争原理が損なわれ、効率化の

弊害となる恐れがあります。一方、短期の場合には、指定管理業務が特定の技術や能

力を有する従事者を必要とする場合に、従事者の雇用が困難になるなど、経費縮減効

果が期待できず、サービスの向上も望めなくなる恐れがあります。従って指定期間の

設定に当たっては、これらの点に留意し予算の積算を慎重に行い、適切に設定する必

要があります。 

以上の観点から、本市における指定期間は、５年を標準とします。 

なお、登米市公共施設等総合管理計画の個別計画と整合を図り、次の条件に該当す

るものについては、標準とする５年より長期又は短期の期間を設定することができる

ものとします。 

また、指定期間の設定に当たっては、関係課と妥当性について事前に協議を行うこ

ととします。 
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① 新規導入施設については、指定管理制度の導入効果を検証する観点から、３年

間とできるものとします。 

② ＰＦＩ事業者を指定管理者に指定する場合(ＰＦＩ事業の期間を指定期間としま

す。) 

③ 長期又は短期の指定期間にすることで、明らかに有利な効果が見込まれる場合 

④ 施設の統廃合などの予定があり、それまでの期間を指定管理とする場合 

⑤ その他特別な事情がある場合 

なお、指定期間については、申請団体からの提案は認めないものとします。 

 

(４) 利用料金制に関する事項(地方自治法第244条の２第８項) 

公の施設の利用については、本来使用料の徴収が認められており、使用料は地方公

共団体の収入となりますが、地方公共団体が適当と認めるときは、指定管理者にその

公の施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができ、これを

利用料金制といいます。 

※ 利用料金は指定管理者に帰属する私法上の収入であることから、債権の性格も私法

上の債権となるため、利用料金に係る強制徴収、審査請求、過料の規定は適用されま

せん。なお、利用料金制の減免行為は指定管理者の権限となるものですが、減免適用

団体や減免割合については、施設設置条例等に基づき決定します。このため、指定管

理者は利用団体が当該条例等に規定されている減免適用団体であるかを確認し、減

免の決定を行う必要があります。 

 

(５) 承認料金制(地方自治法第244条の２第９項) 

利用料金は、公益上必要がある場合を除き、条例の定めるところにより、指定管理

者が定めるものとされています。この場合において、指定管理者はあらかじめ利用料

金について地方公共団体の承認を受けなければなりません。これを承認料金制といい

ます。そのため、指定管理者は利用料金を設定するに当たり、市と協議し承認を得る

必要があります。なお、承認後に利用料金を変更する場合、再度承認を得る必要があ

ります。 

指定管理者が利用料金を設定する場合であっても、条例で定められた基本的枠組み

(利用料金の範囲、算定方法等)に従う必要があります。 

 

(６) 利用料金制を採用する場合の留意事項 

利用料金の実収入額が当初見込み額を上回った場合、指定管理者は経営努力のメリ

ットを享受できるが、逆に下回った場合は、団体の内部資金で不足分を補填するとい

うリスクを負うこととなります。このため利用料金の設定に当たっては、過去数年間

の収入の実績(減免額含む。)、利用者数、施設稼働率などを精査検討した上で、適切

に設定する必要があります。 

なお、過大な利益が生じた場合や、指定管理者の責任に帰すことができないような

不測の事態が発生した場合(災害、施設の損傷等により長期間に施設の利用ができな
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経営努力によるメリット 

指定管理者によるリスク 

くなった場合など)の取扱いについては、あらかじめ協定書に明記する必要があります。 

【利用料金制のイメージ(運営経費１千万円の施設の場合)】 

 

予算ベース 指定管理料 
(６百万円) 

利用料金 
(４百万円) 

 

 
決算ベース 
(収入増) 

指定管理料 
(６百万円) 

利用料金 
(４百万円) 

増収 
(２百万円) 

 

 
決算ベース 
(収入減) 

指定管理料 
(６百万円) 

利用料金 
(２百万円) 

減収 
(▲２百万円) 

 

 

 

(７) 指定管理料の基本的な考え方 

指定管理者に管理運営を委ねるにあたり、その業務の対価として指定管理料を支払

うことが適当である場合には、「指定管理者が行う管理業務」に必要な経費として、市

は指定管理料を指定管理者に支払うこととなります。 

【指定管理料上限額の積算のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

【各業務等のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支 出 

人件費・管理運営経費等 

(100万円) 

施設利用料 

（60万円） 

収 入 

指定管理料 

（40万円） 

○収入 

 ・施設利用料 

 ・指定管理料 

 

 

○支出 

 ・人件費 

 ・光熱水費 

 ・機械警備委託料など 

施設の維持管理に係る業務 
 (１) 利用許可に関する業務 
    ・施設の利用許可、許可の制限等 
 (２) 利用料金に関する業務 
    ・利用料金の額、利用料金の免除等 
 (３) 施設及び設備の維持管理に関する業務 
    ・施設の清掃、安全管理、保守点検等 

収益事業 
 (４) 運営に関する業務 
    ・農産物等の販売、飲食物の提供 

指定管理料、利用料金などで賄
い実施 

市が整備した指定管理施設にお
いて、指定管理者の責任と費用
負担により実施 

自主事業 
 ・外販事業 
 ・イベント実施等 

上記２つの業務以外で指定管理
者の責任と費用負担により実施 
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① 指定管理料上限額に係る人件費の基本的な考え方 

施設所管課は、指定管理料の積算に当たっては、実績等から適正な管理運営費を 

積算することとし、人件費については、原則として別に定める「指定管理料上限額

に係る人件費の基本的な考え方」に基づいて積算します。 

なお、この考え方は、社会情勢の変化に対応するため、２年ごとに見直しを行うこ

ととします。 

② 収益事業利益の充当の考え方 (別紙１－１) 

道の駅や直売所等の物販・飲食提供事業等の収益事業を行う施設においては、指定

管理料を積算する際に、収益事業利益の一部を収入として見込み、指定管理料の減額

につなげることを可能とします。 

充当する金額を積算する際は、当該施設だけではなく、募集区分全体での実績など

を勘案する必要があります。 

また、積算上、指定管理料の減額となった金額と同額を市の財源で公共施設等維持

補修基金(このガイドラインにおいて「補修基金」という。)に積立て、当該施設の修

繕等に活用することとします。 

「指定管理者制度導入施設実施計画調書(別紙参考資料10)」を作成して関係課と協

議を行い、指定管理料上限額を設定することとなりますが、指定管理料上限額は、施

設所管課が算定する管理業務の収支計画における、支出に対する収入の不足額としま

す。 

申請団体は、仕様書に基づき当該施設の管理運営経費の収支計画を作成し、指定管

理料を算出して提案するものとします。 

 

(８) 納付金制度の基本的な考え方 (別紙１－２) 

  道の駅や直売所等の物販・飲食提供事業等の収益事業を行う施設の中で、市の積算

上、指定管理料が０円となる施設においては、納付金制度を導入し、公募時に応募者

から納付率を提案していただきます。その際に、納付率の下限を設定した上で提案を

求めることを可能とします。 

納付率の下限は、選定委員会で意見を聴いた上で、市長が定めるものとします。 

納付金は、次の計算式により求め、市の指示に従い納付するものとします。 

《納付金の計算式》 

納付金 ＝ 収益事業利益 × 提案された納付率 － 指定管理業務への充当額 

（マイナスとなる場合、納付は不要） 

市に納付された納付金は補修基金に積立て、当該施設の修繕等に活用します。 

なお、指定管理者が変更となった場合でも、納付金の返還はいたしません。 

 

(９) 収益事業の基本的な考え方 

収益事業とは、施設の設置目的に沿った道の駅や直売所等の物販・飲食提供事業等

のこととし、指定管理者は、自己の責任と費用負担により実施し、自己の収入とする
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ことができるものとします。なお、収益事業の実施に係る経費に指定管理料を充てる

ことはできません。 

収益事業の内容、収支等については申請団体から提案していただきますが、申請団

体が積算した「管理業務に係る費用」の不足分は、収益事業の実施に係る収益(収益事

業利益)の一部を充当する提案を求めることとします。 

 

(10) 自主事業の基本的な考え方 

自主事業とは、公の施設の管理業務の遂行を妨げない範囲において、当該施設の設

置目的に沿った内容で、利用者へのサービス向上や利用促進等につながる事業のこと

とします。 

指定管理者は、自主事業を、自己の責任と費用負担により実施し、自己の収入とす

ることができるものとします。なお、自主事業の実施に係る経費に指定管理料を充て

ることはできません。 

自主事業の内容、収支等については申請団体から提案していただきますが、自主事

業の実施に係る収益(自主事業収益金)の一部を、申請団体が積算した「管理業務に係

る費用」の額を上限として、当該施設の管理経費に充当する提案を可能とします。 

 

(11) 施設・設備等の管理の基本的な考え方 

利用者等の安全の確保及び施設の長寿命化を図るため、指定管理者は、法定点検を

含む定期的な点検を確実に実施することとし、その条件等について仕様書に定めるも

のとします。 

特に、施設の点検・整備等に関しては、利用者に事故が発生した場合等に、その責

任の所在について、設置者である市と管理者である指定管理者の間で争いが生じる可

能性があるため、責任と役割の分担について、両者で十分に協議した上で、仕様書や

協定書であらかじめ明確にしておく必要があります。 

施設の定期点検については、基本的には指定管理者の責任で実施し、市は、指定管

理者が実施する業務の監督責任を負うとともに、施設の設置者として安全確保を行う

義務を負うこととなります。 

そのため、施設所管課は指定管理者からの施設・設備の定期点検の報告をもとに、

施設の状態を把握し、必要に応じて指定管理者に対して適切な措置を講じることとし

ます。 

 

(12) 修繕費の負担の基本的な考え方 

施設・設備の修繕の範囲によって、指定管理料が変動するため、その負担区分につ

いてリスク分担に合わせて明確に規定する必要があります。 

また、「小破修繕」として指定管理者の負担により修繕させる要件を設ける場合に

は、１件あたりの上限額及び必要に応じて一定期間(年又は月)における上限額を協定

書に示しておく必要があります。 
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(13) 備品の取扱いに関する事項 

備品は、市財務規則に準じた取扱いとし、業務に必要な備品は、市が指定管理者に

無償貸与するもの、指定管理者が自己の必要性に基づき調達し、指定管理者が所有す

るものに区分し、次の取扱いとします。 

また、施設所管課と指定管理者は、適切な時期に備品の棚卸を行い、適切な管理に

努めます。 

① 貸与備品の明示 

市の貸与備品について、仕様書の別紙において明示することとします。 

② 貸与備品の更新 

経年劣化等による更新は市が負担し、指定管理者の責任により毀損滅失した

備品の補充については、指定管理者が負担することとします。 

③ 指定管理者が所有する備品 

指定管理者が所有する備品については、指定管理者が整理保管する帳簿に登

載することとします。 

 

(14) 寄附・寄贈の取扱いに関する事項 

寄附・寄贈の受納に当たっては、申出があった場合は、関係課と受納の可否につい

て事前に協議することとします。 

受納する場合は、申出者の意思を尊重することが大切です。必ず受納する者を確認

した上で、適切に処理する必要があります。 

指定管理者は、寄附・寄贈の申出があった際は速やかに所管課へ報告し、取扱いに

ついて協議することとします。 

 

(15) リスク管理に関する基本的な考え方 

① リスク管理 

リスク管理とは、「リスクの顕在化に伴う損失の発生を最小化することを目的とし

て、発生しうるリスクの種類・内容、発生確率、想定される影響の規模等について、

事前に可能な限り分析・把握した上で、適切な対応を図ること」、と定義することがで

きます。 

公の施設のリスク管理に当たっては、リスクの適切な分担を行うことが必要であり、

また、分担したリスクについては、市と指定管理者がそれぞれ、何らかのリスクが顕

在化した場合(例：利用者等に事故が発生した場合)の対応策や連絡体制等を明確化し

ておくことが重要となります。 

具体的には、次のような項目についてあらかじめ定めておく必要があると考えられ

ます。 

ア 危機発生時の対応体制(責任者の明確化) 

イ 危機発生時の報告・連絡体制(情報の共有・一元化) 
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ウ 被害者が発生した場合の対応策 

② リスク分担 

リスク管理を有効に行うためには、想定されるリスクについて当事者(市と指定管

理者)間において、適切なリスク分担を事前に行うことが重要で、想定されるリスクを

可能な限り明確にした上で、市と指定管理者のどちらが適切かを判断しながら、その

帰責事由の有無等を考慮してリスク分担を行い、協定書に定めることとします。 

 

【リスク分担の標準例】 

市と指定管理者のリスク分担については、次の表のとおりとする。 

分    類 概            要 

リスク分担 

市 
指 定 
管理者 

需要の変動 
当初の需要見込みと実際の需要に差異が生じたことによる

損失 
  ○ 

物価変動 人件費、物品費等の物価変動に伴う経費の増加   ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増加   ○ 

資金調達 

市から指定管理者への支払延滞によって生じた損失 ○  

指定管理者から業者等への支払延滞によって生じた損失  ○ 

制度・法令変更 

施設管理・運営に影響を及ぼす法令の変更による損失 ○  

一般的な法令等の変更による損失  ○ 

税制度の変更 

施設管理・運営に影響を及ぼす税制の変更による損失 ○  

一般的な税制の変更による損失  ○ 

租税公課の改正に伴う経費の増加  ○ 

周辺地域・住民

への対応 

地域との協調  ○ 

指定管理業務の内容に対する住民からの苦情、要望等に関

するもの 
 ○ 

上記以外の事項 ○  

不可抗力 

不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴

動その他の市または指定管理者のいずれの責めにも帰すこ

とのできない自然的または人為的な現象)に伴う施設、設備

の復旧経費及び業務履行不能による収入の補填等 

○  

書類の誤り 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによる損失 ○  

指定管理者が作成した書類等の誤りによる損失  ○ 
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施設・設備の損

傷 

指定管理者の故意または重大な過失による損傷  ○ 

施設・設備の設計・構造上の原因による損傷 ○  

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できな

い損傷等(○○万円未満の小規模な損傷) 
 ○ 

上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できな

い損傷等(上記以外の損傷) 
○  

備品、資料、展

示品等の損傷 

指定管理者の故意または重大な過失により損害を与えた場

合 
 ○ 

上記以外の事由による損傷 ○  

第三者への賠償 

指定管理者の故意又は重大な過失により損害を与えた場合  ○ 

上記以外の事由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 

指定管理者の故意または重大な過失による情報漏洩、犯罪

発生等 
 ○ 

上記以外の事由による情報漏洩、犯罪発生等 ○  

事業終了時の費

用等 

指定管理期間が終了した場合または期間途中における業務

を廃止した場合における管理物件の原状回復に伴う費用 
 ○ 

指定管理期間が終了した場合または期間途中における業務

を廃止した場合における業務引継ぎ 
  ○ 

指定管理期間が終了した場合または期間途中における業務

を廃止した場合における事業者の撤収費用 
  ○ 

※本表に定める事項で疑義がある場合または本表に定めのないものについては、市と指定管理者が協

議の上決定する。 

 

(16) 不可抗力によって発生した費用の負担の基本的な考え方 

不可抗力によって、指定管理者に損害や損失、増加費用が発生した場合に、市はそ

の内容や程度を確認し、不可抗力及び費用負担を判定して、指定管理者と協議した上

で、合理性の認められる範囲内で市が負担することがあります。その場合、施設所管

課では次の点を十分に確認し、負担すべき金額を精査する必要があります。 

① 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動、その他市または

指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的または人為的な現象)の

有無 

② 指定管理者の損害や損失、増加費用の発生原因が、明らかに不可抗力によるもの

か否か 

ただし、市の負担額には、指定管理者が加入する保険により支払いを受けた保険

金の相当分は含まないため、金額の精査の際は確認が必要です。 

なお、不可抗力によって発生した費用負担の取扱いについては、あらかじめ協定
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書に定めておく必要があります。 

 

(17) 利用者等に対する損害賠償責任と施設賠償責任保険への加入 

公の施設の管理運営が行われている際に、故意または過失、施設の瑕疵等が原因と

なって、利用者等に対して損害賠償を行う必要が生じる可能性があります。この場合

の責任分担の原則としては、「リスク分担の標準例」のとおり帰責事由を有する者がそ

の損害を賠償する責任を負うこととなります。 

しかし、指定管理者が管理する公の施設において、指定管理者の責任で利用者に損

害が生じた場合には、国家賠償法第１条(公務員による不法行為による損害の賠償)、

同法第２条(公の営造物の瑕疵による損害の賠償)、民法第715条(使用者責任)等に基づ

き、被害者は市に対して損害賠償を請求することができると考えられます。 

これらの規定に基づき、市が損害を賠償した場合で、指定管理者に帰責性がある場

合(適正な管理を怠ったがゆえに事故が発生した場合、施設の欠陥を発見していたに

も関わらず、市への報告を怠り事故が発生した場合など、指定管理者に故意又は重大

な過失がある場合等)には、市が指定管理者に対して求償することができます。 

そのため、次の理由から、指定管理者は複数の損害保険会社により提供されている

「施設賠償責任保険」(指定管理者特約条項等の付いたもの)に加入し、当該保険から

の保険金支払いによって損害賠償責任に対応することを原則とします。当該保険への

加入については、指定管理者の費用負担に基づき、指定管理者を記名被保険者、市を

追加被保険者、利用者等を保険金請求権者として、指定管理者が加入手続を行います。 

市は、保険の加入、必要な補償内容、既加入の保険の内容等について募集要項に明

記することとします。 

① 指定管理者が、損害賠償請求に対応する支払能力を有しないケースが想定され

ること 

② 被害者に対して、迅速な対応を可能とすること 

③ 過失責任の割合等に関し、市と指定管理者の間での争訟等の発生を避けること 

 

(18) 災害等発生時の対応 

本市における公の施設は、災害発生時において、避難所として極めて重要な役割を

担うことが想定されます。 

当該施設が避難所として本市地域防災計画上に位置づけられている場合には、仕様

書及び協定書に、災害時の使用内容(避難所等)等について明記した上で、指定管理者

に対し、「避難所運営マニュアル－指定管理施設避難所開設・運営支援マニュアル」

に基づく災害発生時の体制整備を求めるものとします。 

現段階では本市地域防災計画に避難所として位置づけられていない施設であって

も、災害発生時の状況によっては、随時、各施設に協力を求める場合があることから、

仕様書及び協定書には、指定管理者の対応内容を定めるものとします。 
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【災害時における指定管理者の対応内容(例)】 

１ 施設を開錠し、避難してきた市民の収容や、避難所の開設、運営組織が設立するまでの避難所

運営の支援を行うこと 

２ 施設の開放については、施設の管理上必要な事務室等は開放しないこと 

３ 避難者の誘導については、高齢者、障害者、妊婦、乳幼児等に配慮し、整然と誘導し、定期的に

避難状況等を確認すること 

４ 避難者の把握と外部からの問い合わせ対応のための名簿を早急に作成し、避難者名簿に氏名、

性別、年齢、住所、避難場所、連絡先等の欄を設け、避難者に記入させること 

５ 登米市避難所運営マニュアルを参照し、所属施設が避難所となった場合の対応について確認し

ておくこと 

 

(19) 業務に必要な資格及び人員体制の基本的な考え方 

市は、仕様書に業務に最低限必要な資格、配置人数を明記するものとします。 

指定管理者は、施設の維持管理を実施するために必要な官公署の免許、許可、認定

等を指定管理業務の開始までに所持しなくてはなりません。また、個々の業務につい

て第三者へ委託等を行う場合は、当該業務について再委託先が必要な免許、許可、認

定等を受けていなければなりません。 

施設の設置目的の達成及び管理運営を効率的に実施するため、管理責任者並びに適

正な人数の職員を採用し、業務にあたることとします。 

 

(20) 労働関係法令等の遵守及び雇用条件の基本的な考え方 

施設における人員配置は、指定管理者の提案により配置がなされ、また給与等の支

給額や労働条件等については、指定管理者の就業規則等に基づき取り扱われます。 

市は、仕様書等において、人員縮減等によりサービスを低下させないこと、また労

働基準法やその他労働関係法令等の遵守について規定するとともに、これらに基づく

適正な処理がされているか、モニタリング等を通して確認し、必要に応じて改善指示

等を行います。 

 

(21) 指定管理に係る各種税の取扱い ※詳細は、所轄税務署に確認すること 

① 法人税 

指定管理業務は、法人税法施行令第５条第１項第10号の「請負業(事務処理の委託を

受ける業を含む)」に該当するため、指定管理者は法人税の課税対象となります。 

また、法人格を持たないコミュニティ組織等の任意団体も、法人税法第２条第８号

の「人格のない社団等」に含まれ、法人税法第７条の規定から収益事業に係る所得の

みが法人税の課税対象となります。 

そのため、任意団体であっても、申告が必要となり、申告に当たっては貸借対照表

や損益計算書等の財務書類を提出する必要があります。 

ただし、公益法人等の収益事業については「実費弁償(委託者から受ける対価が、業

務のために必要な費用を超えないこと)により行われるもので、あらかじめ一定の期

間を限って(５年以内)所轄税務署長の確認を受けていれば、収益事業とはされない(法
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人税基本通達15-１-28)」とされています。 

実費弁償の承認については、所轄税務署による個々の判断となるため、所轄税務署

に相談することになります。 

なお、実費弁償の承認を受けていても、承認期間中の財務書類は作成しておかなく

てはなりません。 

② 消費税・地方消費税 

消費税法第２条第１項第８号では、課税対象となる「資産の譲渡等」を、「事業と

して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。」と定義し

ています。 

そのことから、指定管理料は、指定管理者が事業としてサービスを提供し、地方公

共団体はそのサービスの対価を支払うというものであり、消費税の課税対象である

「資産の譲渡等」に該当し、指定管理料全額が消費税及び地方消費税の課税対象とな

ります｡ 
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第２章 公の施設の指定管理者制度の指定に係る手続等について 

１ 指定管理者の指定手続等の流れ 

指定管理者の選定については、手続条例及び手続規則の規定に基づき、作業を進めるこ

ととします。また、指定管理者制度を導入している施設を譲渡・廃止等を行う場合や指定

の期間を変更する場合など、条例の改正や議会の議決が必要となる場合があります。 

(１) 基本的な手順 

施設のあり方を検討(施設管理の課題整理) 

       

公の施設の運営を継続   

       

指定管理者制度の導入・更新の検討   

       

指定期間、公募・非公募等の検討     

       

公の施設設置条例の改正等(必要な場合) 

       

指定管理料の積算、 

募集要項・仕様書の作成等 

    

       

選定委員会・検討部会による審査①     

       

指定管理者の募集・申請書類の受付等     

       

所管課における一次ヒアリング及び評価     

       

選定委員会・検討部会による審査②     

       

選定委員会による審査（ヒアリング）③     

       

選定結果の通知     

       

予算(債務負担行為)、議案の上程、 

議案説明資料の作成 

    

       

議会の議決(12月定期議会)     

       

指定の公告及び指定の決定通知     

       

基本協定・年度協定の締結     

       

指定管理者による管理運営の開始  直営等  譲渡・廃止 
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(２) 基本的な事務の流れ 

時 期 事務内容 

～３月 ○施設のあり方を検討 

施設管理の課題整理 

〇選定委員会による次年度検討部会審査案件の決定 

４月 ○施設所管課による指定管理者制度の更新・新規導入の検討 

(更新)実績の検証、管理運営形態の検証、指定期間の事前協議など 

(新規導入)制度導入の検討 

６月 ○施設設置条例の制定・改正 

(規定事項)指定管理者による管理、管理の基準、業務の範囲、利用料金の取扱い

等 

７月 ○選定委員会・検討部会による審査① 

施設所管課からの依頼により、選定委員会を開催し、「募集基準・選定基準」の

審査（非公募案件の一部は検討部会で審査） 

８月～９月 ○指定管理者の募集(公募)募集公告、広報紙及びHP等への掲載 

○申請書類(申請書、事業計画書、収支計画、資格等に関する書類等)の受付及び内

容確認 

○暴力団の登録状況確認 ○所管課による一次ヒアリング及び評価 

10月 

 

 

(選定委員会後) 

○選定委員会・検討部会による審査② 

選定基準に基づく書類審査 

〇選定委員会による審査③ 

 ヒアリング審査、指定管理者（候補者）の決定 

○選定結果の通知 

施設所管課から全ての申請団体に選定結果を通知 

○予算要求 

債務負担行為の設定 

○議案の上程 

(議案の内容)指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者となる団

体の名称等、指定の期間 

10月～11月 ○議案説明資料の作成 

(議案説明資料)指定管理者に管理を行わせる施設の概要、指定の期間、指定管理

者(候補者)の名称及び概要等、選定理由、提案の収支計画、役員名簿、選定結果

等 

12月 

(議決後) 

○議会の議決 ○指定の公告及び指定の通知 

施設所管課から指定管理者として指定する旨を公告及び通知 

～３月 ○基本協定・年度協定の締結 

指定管理者と管理運営に当たり、必要な事項について協定を締結 

４月～ ○指定管理者による管理運営の開始 指定管理者制度の導入 

※年度により時期が変更される場合がある 
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２ 指定管理者(候補者)の選定組織 

(１) 選定委員会の設置 

指定管理者(候補者)の選定を行うための組織として、手続規則第５条に規定する「登

米市公の施設指定管理者選定委員会(このガイドラインにおいて「選定委員会」とい

う。)」を設置し、選定を行うものとします。 

選定委員会の委員構成は、市の職員及び外部の有識者で構成するものとします。 

なお、委員の定数及び任期、会議の運営方法等、選定委員会の組織及び運営に関し

必要な事項については、別に定めるものとします。 

 

(２) 選定委員会における所掌事項 

選定委員会は、次の事項について審議し、市長は選定委員会の意見を尊重して、決

定を行うものとします。 

① 指定管理者(候補者)の募集基準に関すること。 

② 指定管理者(候補者)の選定基準に関すること。 

③ 選定基準に基づく審査(評価・候補者選定)に関すること。 

④ 指定管理者の指定の取消し等に関すること。 

⑤ その他市長が必要と認めた事項 

なお、委員本人又は父母、祖父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹が、現に従事する

業務に直接の利害関係がある場合は、その委員は関係する指定管理者(候補者)の選定

に係る審査に加わることはできないこととします。 

ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができることと

します。 

(３)  検討部会の設置及び所掌事項 

選定委員会を補助する組織として、登米市公の施設指定管理者検討委員会設置要

綱第１条に規定する「登米市公の施設指定管理者検討部会（このガイドラインにお

いて「検討部会」という。）」を設置し、選定委員会の指定する範囲で審査を補助し

ます。検討部会は市の職員により構成します。 

 

（４）選定委員会等の公開 

選定委員会及び検討部会の会議については、原則として非公開とします。 

 

３ 設置条例の改正 

指定管理者制度を導入するに当たって地方自治法第244条の２第３項及び第４項、国(総

務省)の通知により必要とされている事項は次のとおりです。 

① 指定管理者制度の採用 

公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、設置条例にその旨を規定するこ

とを要します。 

② 指定の手続 
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申請の方法や選定基準、選定結果の公表等の「指定の手続」は条例に規定するこ

とを要します。 

なお、指定管理者の指定は行政処分の一種であり、契約ではありません。よって、

地方自治法の契約に関する規定の適用はなく入札の対象とはなりません。 

…選定基準(総務省通知)… 

申請に当たっては、複数の申請団体に事業計画書を提出させることとし、選定する

際の基準としては次のような事項を定めておく方法が望ましいとされています。 

・住民の平等利用が確保されること 

・事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が

図られるものであること 

・事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること 

③ 管理の基準 

住民が公の施設を利用するに当たっての基本的な条件(※)の設定は指定管理者に委

ねるのではなく、地方公共団体が施設の設置者としての責任で定めるべき事項とされ

ており、条例に規定することを要します。 

なお、細目にわたる事項については条例により長等の規則に委任することは差し支

えないとされています。 

※ 休館日、開館時間、使用制限の要件等のほか、管理を通じて取得した個人に関

する情報の取扱いなど、適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本

的事項等 

④ 業務の範囲 

指定管理者が行う施設管理の具体的業務の範囲は条例に規定することを要します。 

…業務の範囲(例)… 

・使用の許可に関する業務 

・施設の運営に関する業務 

・施設の維持管理に関する業務 

※ 詳細な事項については協定・仕様書等で示します。 

⑤ 利用料金 

利用料金を指定管理者が決定し、その収入とする場合には、前出の「利用料金制に

関する事項」及び「承認料金制」に関し必要な事項を条例に規定することを要します。 

⑥ その他必要な事項 

施設の目的や態様等に応じて必要な事項は条例に規定することを要します。 

 

４ 指定管理者(候補者)の募集に関する基本的考え方 

(１) 指定管理者(候補者)の募集方法 

指定管理者(候補者)は、公募による複数の事業者から申請を受けて選定することを

原則とします。 

ただし、手続条例第２条第１項ただし書に定める指定管理者(候補者)の選定手続の
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特例に該当し、次に掲げる場合は、この限りではありません。 

① 個別の法令等において公の施設の管理主体が限定される場合 

② ＰＦＩ事業者を、同一施設の指定管理者とする場合 

③ 極めて高度な専門性や技術を要すること、又は利用者等との関係性の維持が重

要であることなどの理由により、当該指定期間にわたり事業者が明らかに特定さ

れる場合 

④ 著しく有利な費用対効果が見込める場合 

⑤ 指定の取消しなどにより、施設管理上、緊急に指定管理者を指定しなければな

らない場合 

⑥ 地域の住民組織など、地域の活力を積極的に活用した管理運営を行うことで、

サービスの向上や効率化、地域の活性化が図られるなど事業効果が相当程度期待

できる場合 

⑦ 市の施設以外の施設と一体的に管理を行うことが合理的であるため当該施設の

運営主体を指定管理者として指定する必要がある場合 

⑧ 選定委員会が特に認めた場合 

上記の②を除き、非公募であっても、公募を行わないことについて、事前に事務局

と妥当性に係る協議を行うこととします。 

また、選定委員会でも非公募とした理由について意見を聴いた上で、選定委員会に

よる申請書類の審査を行うこととします。 

※②の場合は、ＰＦＩ事業者の審査の段階で、審査委員会等による事業者選定がす

でに行われているため、協議不要とします 

 

(２) 市内の団体等に限定した募集 

指定管理者(候補者)の募集に当たっては、次の理由から、競争性を確保しつつも、

市内の団体等に限定した募集を行うことができるものとします。 

① 市民に指定管理者が直接サービスを提供することから、本市と指定管理者の間

で緊密な連絡体制が必要であること 

② 災害や施設内での事故など緊急事態等に対して、指定管理者の即時の適切な対

応が必要となること 

③ 地域への経済効果や市内事業者の育成・支援につながること 

 

(３) 公募の単位 

個々の施設ごとに公募を行うことを原則とします。 

ただし、次の場合においては複数の施設を一括して公募を行い、同一の団体を指定

管理者として選定することを可能とします。 

① 同種の複数の施設について個々の施設ごとに指定を行おうとすれば、採算上の

理由から申請団体がないと想定される施設がある場合など、同一の団体が一括し

て管理を行うことが合理的である場合 
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② 隣接した敷地にある施設、又は同一の建物内に複数の施設が設置されている場

合など、相互の施設の連携により一体的な運営を行うことが求められる場合 

 

(４) 再募集に係る事項 

公募における申請がなかった場合は、応募資格等の緩和を図った上で、再募集を行

うことを可能とします。 

ただし、次に掲げる場合に該当するときは、再募集を行わず、非公募による選定か、

または市の直営による管理となります。 

① 法令等に当該施設を管理するための資格が定められており、応募資格等を緩和

できないとき 

② 応募資格等を緩和することにより、サービスの向上性や事業効率性が得られな

い可能性が高いと判断されるとき 

③ 再募集を行うことにより、サービスの提供開始の遅延や当初サービス水準の低

下を招く可能性が高いと判断されるとき 

④ その他再募集の実施が適当でないと判断されるとき 

なお、再度の公募を行っても申請者がない場合は、公募を行うことなく特定の団体

に申請書の提出を求めることができることとします。 

 

(５) 周知期間及び募集期間の設定 

指定管理者の募集等については、最も効率的かつ効果的に管理運営を行う指定管理

者(候補者)を選定するため、適正な事業者が公平に申請を行えることとし、併せて、

事業者の創意工夫が発揮されるように提案準備期間の確保に努めるなど、周知期間及

び募集期間について十分に配慮しなければなりません。 

 

(６) 周知方法 

周知方法については、手続規則第２条第１項で規定する、市の広報紙への掲載、イ

ンターネットの利用、その他広く市民に周知することができる方法によって行うもの

とします。 

また、公募の施設については、更新予定施設及び指定手続等の流れなどを市ホーム

ページで事前に周知することに努めます。 

 

(７) 説明会の開催 

指定管理者(候補者)の募集に当たっては、原則として制度を導入する施設での現地

説明会を開催するものとします。 

説明会では、申請団体が公の施設の状況を十分に把握し、参入の検討をしやすくす

るため、施設の設置目的、概要、応募資格、申請方法等について説明するものとしま

す。 
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(８) 応募資格 

指定管理者は、原則公募により選定することとなりますが、不適格な者が指定管理

者として選定されることを避けるため、当該公の施設の設置目的や特性に応じて、必

要な資格や制限を定め、基本的な事項として募集要項へ明示します。 

① 法人もしくは団体であること(法人格の有無は問わない。) 

② 施設の設置目的や特性に応じて必要な資格や制限 

知事等の認可等が必要な場合や地域を限定する場合など、限定募集の必要が

あれば設定し記載します。例えば、次のような事例があります。 

例１)登米市内に事業所を有し、○○事業者として知事の指定を受け、かつ登米

市内において○○事業を○年以上継続して運営している実績があること 

例２)登米市内に事務所又は事業所を有する団体であること 

③ 法人もしくは団体又はその代表者等が、次のいずれの事項にも該当しないこと

(欠格事項) 

ア 法人もしくは団体又はその代表者が、協定を締結する能力を有していない者

及び破産者で復権を得ていない者 

イ 法人もしくは団体又はその代表者、役員及び使用人が、刑法第96条の３又は第

198条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ない

で公訴を提起された日から２年を経過していない者 

ウ 法人もしくは団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律第３条又は第８条第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関

係機関に認定された日から２年を経過していない者 

エ 法人もしくは団体又はその代表者が、指定管理者として行う業務に関連する

法規に違反するとして関係機関に認定された日から２年を経過していない者 

オ 法人もしくは団体又はその代表者が、暴力団又はその構成員若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から５年を経過していない者 

カ 法人もしくは団体又はその代表者が、次に掲げる税等を滞納している者 

・所得税又は法人税 

・消費税及び地方消費税 

・本市の市税 

・本市の水道料金及び下水道使用料等の使用料 

キ 法人もしくは団体又はその代表者が、地方自治法第244条の２第11項の規定に

より本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、当該処分

の日から起算して２年を経過していない者 

ク 法人もしくは団体又はその代表者が、登米市指名停止基準による指名停止の

期間中にある者 

※ 共同事業体として申請する場合の条件 

・代表となる団体を定めること 

・構成団体は連帯して責任を負うこと 
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・同時に複数の共同事業体の構成団体となることはできないこと 

・単独で応募した団体は、共同事業体の構成団体となることはできないこと 

・代表となる団体及び共同事業体を構成する団体の変更は原則として認めな

いこと 

 

５ 募集要項・仕様書に関する基本的考え方 

(１) 募集要項・仕様書の作成 

指定管理者(候補者)の公募に当たって、「募集要項」及び「仕様書」を作成します。 

募集要項及び仕様書に明記する「業務の範囲」については、申請団体が管理業務へ

の参入の検討を行うことができるよう、指定管理者に要求するサービス水準や施設・

設備の維持管理基準等を明確に記載することとします。 

① 手続規則第２条第２項で規定する事項(選定の基準、管理の基準、業務の範囲及

び具体的内容等)等、施設の目的を明示した上で、施設の特性によっては、事業者

の自主性と創意工夫を引き出し、指定管理者制度の成果が発揮できる内容とする

こととします。 

② 事業内容、選定方法等について具体的に記載し、事業者において公の施設の管

理事業の参入のための検討を容易にするものとします。 

③ 募集要項及び仕様書の作成に当たって、高度な専門性や特殊な事情が認められ

る場合には、識見を有する者や利用者などの意見を取り入れることができるもの

とします。 

 

(２) 募集要項に記載する事項 

手続規則第２条第２項で定める事項は、次のとおりです。 

① 当該公の施設の概要 

② 条例第３条の規定による申請を行うものに必要な資格(応募資格) 

③ 申請を受け付ける期間 

④ 手続規則第４条第２項各号に定める書類の内容 

⑤ 手続規則第３条第１項の規定による選定の基準 

⑥ 指定管理者に行わせる管理の基準 

⑦ 指定管理者に行わせる業務の範囲及び具体的内容 

⑧ 当該施設の利用に係る料金に関する事項 

(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。) 

⑨ 指定管理者に管理を行わせる期間 

⑩ その他市長が必要と認める事項 

また、上記のほか、必要と想定される事項は次のとおりです。 

・説明会に関する事項 

・手続条例第９条で規定する、指定の取消し事項及び業務の全部又は一部停止事項 

・申請書類等の公表に関する取扱い事項 
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・申請書類の提出部数及び申請に係る経費の自己負担 

 

(３) 仕様書に記載する事項 

仕様書は、事業者の創意工夫を尊重し、施設管理の効率化や市民サービスの向上が

得られるように工夫すると同時に、事業者の提案の検討を容易なものとするため必要

な事項については具体的に記載し、競争性が発揮されるように配慮するものとします。 

なお、次の事項については特別な事情がない限り仕様書に付記するものとします。 

① 指定管理者に行わせる管理の基準 

② 指定管理者に行わせる業務の範囲(可能な限り具体的に記載します) 

③ 指定管理料の上限額(事前に関係課と協議すること) 

④ 管理に係る業務の第３者への一括再委託の禁止 

⑤ 手続条例第６条に規定する事業報告書の提出 

⑥ 手続条例第７条に規定する秘密保持(個人情報の保護)に関する事項 

⑦ 第三者賠償保険等への加入 

⑧ 指定管理者の収入となる施設の料金に関する減免事項 

⑨ リスク分担に関する基本的な考え方 

⑩ 手続条例第９条で規定する、指定の取消し事項及び業務の全部又は一部停止事

項 

⑪ 指定期間終了時の引継ぎに関する事項 

⑫ 協定書に関する事項 

 

６ 申請書類の受付 

(１) 申請書類等 

申請書類については、手続規則第４条に定めるもののほか、施設の特性や実情等を勘

案の上、必要と認められるものを募集要項に定めるものとします。 

また、募集要項に定めがあった場合でも、申請者が任意団体等のため保持していない

書類(財産目録、貸借対照表等)については、施設所管課が状況を判断し、省略すること

を可能とします。 

【申請書類】 

№ 名  称 様  式 説     明 

１ 指定申請書 様式第１号 手続規則に定める申請書 

２ 事業計画書 別記様式第３号 
申請に当たって事業計画、収支計画を提案するもの(収

益事業及び自主事業の収支計画も含む。) 

３ 企画事業計画書 別記様式第４号 
本業務に係る事業、収益事業及び自主事業の計画を提

案するもの 

４ 
施設業務再委託計

画書 
別記様式第５号 

管理業務の一部について、委託する場合の計画を提案

するもの 

５ 
指定管理者の申請

に係る申立書 
別記様式第６号 申請資格の有無について申立するもの 

６ 納税証明書 市税等の納税証明 市税等の滞納がないことの証明(直近の年度分) 
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書の写し 

団体全体に関するもの 

７ 登記簿謄本 

法人以外の団体の場合は、団体の設立を定めた規約、その他これに類する

書類 ８ 

定款、規約その他

これらに類する書

類 

９ 
役員名簿及び同意

書 

別記様式第７号、

別記様式第７号－

１又は第７号－２ 

最新のもの(役員の役職、氏名、住所等を記載) 

役員名簿の提出等に係る同意書 

10 団体の概要 様式第８号 設立の趣旨、事業内容等、団体の概要を記載 

11 事業計画書 申請団体の事業計画書(指定申請書を提出する日の属する事業年度のもの) 

12 収支予算書 申請団体の収支予算書(指定申請書を提出する日の属する事業年度のもの) 

13 事業報告書 
申請団体の事業報告書(市長（または教育委員会）が指定する事業年度のも

の) 

14 収支決算書 
申請団体の収支決算書(市長（または教育委員会）が指定する事業年度のも

の) 

15 財産目録 

市長（または教育委員会）が指定する事業年度のもの 16 貸借対照表 

17 損益計算書 

18 
現在の組織、人員

体制を示す書類 
指揮命令系統が分かる組織図、就業規則、経理規則、給与規程等 

19 情報公開に関する規程又はこれに類する書類 

20 個人情報保護に関する対応について記載した書類(個人情報保護規程、マニュアル等) 

21 

マニュアル関係 

(作成している場合

のみ) 

・要望(苦情)対応マニュアル 

・環境保護に関する対応マニュアル 

・安全管理・危機管理・事故対応マニュアル 

・情報管理(情報セキュリティ)対応マニュアル等 

 

【共同事業体で申請する場合】 

№ 名  称 様  式 説     明 

① 
共同事業体協定書

兼委任状 
様式第９号 複数の構成団体による共同事業体での申請で使用 

※ 共同事業体で申請する場合、上記№１～４以外は構成団体ごとに提出 

※ №18のうち、指揮命令系統が分かる組織図については、共同事業体として内容を記載 

 

(２) 施設所管課による申請書類の確認 

申請書が提出されたら、応募資格に合致しているか、また申請に必要な書類につい

て施設所管課で確認します。不備があった場合は、申請受付期間内に限り再度提出ま

たは必要な補正をさせることができることとします。 
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７ 施設所管課による一次評価の基本的な考え方 

一次評価を行う際は、平等な視点をもって評価をすることが求められます。 

(１) 一次評価に係る研修 

施設所管課による一次評価が適切に行われるよう、一次評価を行う前に事務局では

施設所管課向けの研修会を行うこととします。 

一次ヒアリングや一次評価を行う際の留意点について説明を行い、平等な評価とな

るよう指導します。 

 

(２) 施設所管課による一次ヒアリング 

施設所管課は、申請書が提出された際に、事業計画書の内容等について申請者に対

してヒアリングを行うこととします。 

 

(３) 施設所管課による一次評価 

施設所管課は、提出された事業計画書等や一次ヒアリングを基に評価を行うことと

します。 

評価に当たっては、複数人で各々が評価することを基本とし、多角的な視点から平

等な評価を行うことに努めます。 

また、その際に評価項目ごと評価を判断した理由を明確にしておく必要があります。 

類似施設や複数団体から申請があった場合は、施設や団体ごとの評価を比較し、同

じ視点から評価されているかどうか再度検証することとします。 

非公募により、継続して指定管理者となっている場合などについては、これまでの

期間を踏まえた評価を行うことも必要です。 

 

８ 選定委員会による評価、選定基準に関する基本的な考え方 

(１) 選定基準に関する事項 

手続条例第４条第１項において定める次の事項に沿って、適切な審査選定基準を定

めることとします。 

① 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること 

② 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるもので

あること 

③ 公の施設の設置目的を達成するために、事業計画等に沿った管理を安定して行

う能力を有しているものであること 

なお、手続規則第３条第２項により、施設の設置目的や性格等を踏まえて必要とな

る基準がある場合は適宜追加できるものとします。 

施設所管課は、施設の設置目的や性格、利用状況等を勘案し、具体的な評価項目及

び評価値(配点)の検討を行うものとします。 
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(２) 評価項目に関する事項 

選定基準となる評価項目に関しては、個々の施設の目的・特性に合わせた評価を行

うことができるよう、管理運営についての効率性、サービスの向上、安定性等を勘案

して評価項目及び評価値(配点)を設定し、客観性を確保するものとします。 

評価項目としては、手続条例第４条第１項及び手続規則第３条第２項の規定に基づ

き、評価項目(大)を設定します。さらに「経済的安定性」「適正な従事者の配置」「管

理運営の考え方」など、財政的能力、組織力、市民の平等利用の確保が具体的に評価

できる項目、及びサービスの向上性などが評価できる項目を、評価項目(中)及び評価

項目(小)として設定するものとします。 

評価値(配点)については、評価項目(小)ごとに設定するものとします。 

また、評価項目及び評価値については、公募の前に設定するものとし、設定に当た

っては選定委員会の承認を得るものとします。 

提案額の評価については、施設の運用状況等を勘案して、初年度及び指定期間全体

の提案額で評価することを基本とします。 

 

９ 選定委員会による指定管理者(候補者)の審査、選定に関する基本的な考え方 

(１) 選定委員会における指定管理者(候補者)の選定 

公募を行った公の施設所管課は、申請団体から提出された書類等、必要事項を十分

に確認し、選定基準に基づく一次評価を行い、選定委員会に付議することとします。

申請団体が一団体であっても、指定管理者としての適格性等を判断する観点から、選

定委員会への付議手順を経るものとします。 

なお、非公募であっても、選定委員会において選定基準に基づく審査を行うことと

なります。 

 

(２) 選定委員会における審査、選定 

指定管理者の選定に当たっては、経済性や効率性のみならず市民サービスの向上や

行政責任の確保など多角的な観点から検討を行う必要があります。 

そのため、いわゆる公募型プロポーザル方式など、価格だけでなくサービスの水準

等も併せて評価するなど、総合的な審査を行い、申請団体の中から「公の施設の管理

を行うに最も適した指定管理者」を選定することとします。 

具体的には、指定管理者(候補者)の選定については、選定基準に基づき、原則とし

て、所管課の一次評価結果と申請書類を基にした書類審査及び申請者からの説明等の

ヒアリング審査を経て、総合評価により選定を行うものとします。選定の結果につい

ては、市長に報告されることとなります。 

ただし、非公募の場合、ヒアリング審査を省略することができるものとします。 

また、申請者からの説明等のヒアリング審査前であっても、必要に応じて、申請団

体に事業計画書の内容等についての説明を求めることができるものとします。 

なお、審査の結果、申請団体の評価総得点が「基準」とする42点に満たない場合に
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は、指定管理者の候補者とはしないこととします。 

また、すべての申請団体が指定管理者の候補者とならなかった場合には、候補者該

当者は無しとし、その旨を市長に報告します。その上で、再公募して候補者を選定し

直すか、再公募せず管理内容や指定管理料、委任権限等を見直し、同一申請団体で再

度審査・選定するか、もしくは市の直営とするか、いずれかの方法で対応します。 

 

(３) 再度の選定 

指定管理者(候補者)の選定を行った後、市議会の議決を経るまでの間に、当該予定

者を指定管理者(候補者)として選定することができない事情が生じたときは、審査に

おいて次点となった者から順に指定管理者(候補者)を選定することができることとし

ます。 

この場合は当初の予定者から提案のあった指定管理料(委託費)の金額の範囲内で選

定を行うことを原則とします。 

なお、この場合、既に指定管理者(候補者)の不指定処分の通知を行っているときは、

当該処分を取り消すこととします。 

 

10 選定結果の通知及び不指定処分 

指定管理者(候補者)の選定の結果の報告を受けた場合、市長は、選定結果について、す

べての申請団体に通知しなくてはなりません。指定管理者(候補者)に指定しないこととな

った申請団体に対しては、速やかに選定結果を通知することにより、不指定処分を行うも

のとします。 

なお、通知には行政不服審査法に基づき、市に対して審査請求ができる旨及び審査請求

をすることができる期間を教示しなくてはなりません。 

 

11 指定管理者の指定に関する事項(法第244条の２第６項) 

(１) 指定議案書の作成 

指定管理者を指定する際には、あらかじめ議会の議決を経ることが必要となってい

ます。よって、指定管理者(候補者)を選定した後は、指定管理者を指定するための議

案を議会に提案することとなります。なお、指定議案に明記すべき事項は次のとおり

です。 

…議決すべき事項(総務省通知)… 

① 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

② 指定管理者となる団体の名称 

③ 指定の期間 

 

(２) 指定議案説明資料 

指定議案の提出に当たっては、当該議案の審議に必要な情報を提供するため、以下

の資料を作成し提出します。 
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① 指定管理者の指定手続の流れ 

② 指定施設の概要(施設名、所在地、設置目的、施設の内容、管理業務の内容等) 

③ 指定期間 

④ 指定管理者(候補者)の名称及び団体の概要等(団体の名称、所在地、代表者名、

設置年月日、資本金等、設立目的、活動の概要、役員数、職員数等) 

⑤ 選定理由 

⑥ 指定管理者(候補者)提案の収支計画 

⑦ 選定結果(複数の申請団体があった場合に添付) 

⑧ 役員名簿 

⑨ 選定基準・評価調書(採点結果、選定) 

⑩ モニタリング結果(様式第２号及び第３号) 

⑪ 申請団体の詳細(新規導入施設のみ添付) 

ア 定款又は規約 

イ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書及び収

支決算書 

ウ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

 

(３) 指定通知・公告 

指定議案が議決された後は、指定管理者へ「指定の通知」(行政処分)を行うととも

に、登米市公告式条例により、公告することとします。 

 

(４) 法人格等変更時の再指定 

指定管理者として指定された後に、次の①～③のように指定管理者の法人格に変更

が加えられた場合には、原則として指定管理者を再度指定することが必要となり、議

会での議決を要します。 

① 任意団体が法人格を取得した場合 

② 有限会社を株式会社に変更するなど、法人格を変更した場合 

③ 法人又は団体が合併や分割を行った場合 

ただし、単なる名称のみの変更で、法人又は団体の性格や構成する人員等に変化が

なく、法人又は団体としての「同一性」が保持されている場合には、再度の指定は不

要となります。 

なお、再度の指定は不要となった場合であっても、名称の変更について基本協定及

び年度協定の変更協定を締結することとなります。 

(参考：地方自治問題解決事例集１行政編(ぎょうせい)) 

 

12 予算措置に関する基本的考え方 

(１) 予算措置に関する事項 

指定管理者(候補者)の募集、選定、指定議案の議決のいずれの行為も指定を行うた
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めの事前準備行為として整理し、その段階での予算措置は不要とすることとします。 

市は指定管理者に対して、複数年度にわたる指定管理料の支払い債務を負担するこ

とになるため、債務負担行為の設定が必要となります。 

なお、指定期間中における各年度の指定管理料は単年度ごとに決定することとなり

ます。 

 

(２) 指定管理料の支出科目 

管理経費である指定管理料の支出科目は「12節 委託料」とします。 

指定管理者制度の下では、地方自治体と指定管理者は「委託・受託」という関係に

はありませんが、先進事例等を参考として、登米市においては、指定管理料の予算科

目については「12節 委託料」を用いるものとします。 

細節名称については、「○○センター指定管理料」のように施設名称を用いるものと

します。 

なお、仕様書に指定管理料(委託料)の上限額を明記する場合は、事前に関係課と協

議の上、決定するものとします。 

 

(３) 債務負担行為の設定 

指定管理者に対して管理に要する経費として指定管理料を支出する場合、原則とし

て債務負担行為を設定するものとします。 

なお、翌年度の４月１日から指定管理者制度を導入する場合の債務負担行為予算の

提出時期は、原則として、指定管理者の指定に係る議案を提出する議会となります。 

また、指定期間中に指定管理料の見直しを行い、指定管理料上限額の増額変更を行

う場合には、後年度分の増額分に係る債務負担行為の新規設定が必要となります。 

(参考：地方財務提要(ぎょうせい)及び地方自治問題解決事例集３財務編(ぎょうせ

い)) 

 

13 指定管理者との協定の締結 

(１) 協定の締結 

指定管理者の候補者が議会の議決を経て指定管理者として指定されてから、指定の

通知後、指定期間の始期に至るまでに、指定管理者と協定を締結するものとします。  

市と指定管理者は、業務の仕様書や提案された事業計画書等を基に、施設管理に係

る細目的事項を協議し、協定を締結します。 

協定は、原則として「基本協定」と「年度協定」の二種類の協定を締結するものと

し、「基本協定」は指定期間全体を通じて適用する事項について定め、「年度協定」は

毎年度取り決めるべき事項について定めるものとします。 

年度ごとに指定管理料の算定方法が変わるため指定管理料の額が増減する場合な

どは、基本協定に定めるのではなく、年度協定で定めるものとします。 
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(２) 協定に関する事項 

協定書は、概ね次の事項を明記するものとし、指定管理者のリスク負担が大きいな

ど特別な事情がある場合は、募集要項と同時に配布又は公表することができるものと

します。 

なお、基本協定及び年度協定で定める協定事項は、概ね次のとおりとします。 

…基本協定記載事項(例)… 

① 協定の目的 

② 指定管理者の責務 

③ 指定期間 

④ 業務の範囲と実施条件 

⑤ 業務の実施に関する事項 

⑥ 第三者への一括再委託の禁止 

⑦ 管理施設の改修・修繕の分担 

⑧ 緊急時(事故や災害)の対応 

⑨ 秘密保持及び個人情報の保護 

⑩ 備品の扱い 

⑪ 事業計画書及び事業報告書 

⑫ 市による業務実施状況の確認及び業務の改善指示 

⑬ 指定管理料及び利用料金 

⑭ 損害賠償及び不可抗力 

⑮ リスク分担 

⑯ 保険の加入 

⑰ 原状復帰義務 

⑱ 指定の取り消し 

⑲ 権利の譲渡、義務の継承の禁止 

⑳ 本業務の範囲外の業務(自主事業) 

㉑ 協定の変更 

㉒ その他 

…年度協定記載事項(例)… 

① 当該年度の業務内容に関すること。 

② 当該年度の指定管理料に関すること。 

③ その他 

 

(３) 口座管理に関する事項 

会計処理の透明性確保の観点から、指定管理者が当該施設の管理運営のために使用

する預金口座については、１施設あたり１口座を原則としますが、管理運営上必要な

場合には、施設所管課と協議の上、複数の口座を使用することを認めるものとします。 

なお、指定管理者が自主事業を行う場合、当該事業に係る収支は指定管理業務とは
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別に経理し、口座も別に使用することとします。 

 

(４) 協定書における印紙税の取扱い 

指定管理者制度における協定は、「指定」という行政処分の附款であり、指定管理の

法的性質が「請負」ではないことから、協定書は「請負に関する契約書」に該当する

ものではないと解釈され、印紙の貼付は不要となっています。 

 

第３章 公の施設の指定管理者制度の導入後に係る基本的な事項について 

１ 適正な管理の確保に関する事項 

(１) 指定管理者の指定後における留意事項 

指定管理者による管理の実施後は、施設管理が適正に行われているかを監視するこ

とが市の責務となります。 

よって、施設の利用状況や経理の執行状況をはじめ、当初の事業計画に沿った運営

がなされているかなどを定期又は随時に調査・確認することが必要となり、施設所管

課はその具体的実施方法(調査内容、頻度等)を事前に検討し、協定書等に定めるもの

とします。 

 

(２) 指定管理者と暴力団等における留意事項 

指定管理者は、「登米市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例」

及び「登米市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する事務処理要領」に

沿った施設管理を行う必要があります。 

また、指定管理者は、暴力団のみならず反社会的勢力との関係遮断に係る内部管理

態勢を徹底していくことが求められます。 

 

(３) 随時報告を求める事項 

指定管理者は、次の事項に該当したときは、速やかに施設所管課へ報告を行うこと

とします。 

① 施設において事故が発生したとき 

② 施設又は物品が滅失し、又はき損したとき 

③ 施設の管理に関し、争議・訴訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあ

るとき 

④ 指定管理者の定款若しくは寄付行為又は登記事項等に変更があったとき 

⑤ 指定管理者の金融機関との取引が停止となったとき 

⑥ 指定管理者が施設の管理業務に関して有する債権に対し差押え(仮差押えを含

む。)等がなされたとき 

⑦ 事業計画書その他の書類の重要な部分を変更するとき 

⑧ 利用者等から寄附・寄贈の申出があったとき 

なお、施設所管課は、必要に応じて業務の実施状況等の確認及び施設の点検等を目
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的として、指定管理者に対して現地立入調査を実施することができます。 

 

(４) 定期的に報告を求める事項 

施設所管課は、次の項目について、毎月、四半期又は半年ごとなど必要に応じて報

告を求めることとします。 

① 管理業務の実施状況及び利用状況(外部委託分を含む) 

② 利用に関する料金の収入の実績 

③ 管理に係る経費の収支状況 

④ 事故及び苦情、意見等への対応状況 

⑤ 施設の維持管理に関する自己評価 

⑥ その他市長が必要と認める書類 

 

(５) 事業報告書の提出に関する事項(法第244条の２第７項) 

指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理業務に関する事業報告

書を作成し、地方公共団体へ提出することが義務づけられており、事業報告書に記載

されるべき内容は、施設の管理実態の把握に必要な事項とされ、地方公共団体が定め

ます。 

指定管理者は、手続条例に基づき、次の事項について記載した事業報告書を毎年度

作成し、年度終了後30日以内に施設所管課へ提出することとします。 

① 管理業務の実施状況及び利用状況(外部委託分を含む) 

② 利用に関する料金の収入の実績 

③ 管理に係る収支状況 

④ 指標の達成度 

⑤ 経営状況分析 

⑥ 施設の維持管理に関する自己評価 

⑦ その他市長が必要と認める書類 

施設所管課は当該報告書を基に管理状況の確認及び経営状況の分析を行い、不適切

な状況があれば改善を指示するものとします。指定管理者は改善指示に速やかに対応

し、改善結果を施設所管課に報告するものとします。 

 

(６) 指定管理者制度導入施設における管理運営状況の検証 

指定管理者制度を導入している施設については、指定期間の最終年度当初に、それ

までの指定期間を通じた管理運営状況に関する検証及び実績評価を行います。 

ただし、集会施設のように地域が自主的に運営している施設を除くことができます。 

① 指定管理者の管理運営状況の検証と実績評価 

施設所管課は、指定管理者から毎年度提出される事業報告書及びモニタリング

総合評価表を基に、「指定管理者管理運営状況検証調書(別紙参考資料９)」を作成

し、次の「ア 実績評価の判断基準」に基づき管理運営状況を検証し、評価項目ご



32 

 

とに実績評価を行うこととします。 

【ア 実績評価の判断基準】 

大項目 中項目 小項目 

利用者の平等な

利用の確保及び

サービスの向上

が図られている

か 

利用者の平等

な利用の確保 

・利用者に対して公平に利用機会を提供しているか 

・利用者の意見要望を把握し、適切に対応しているか 

【以下は、施設の種類に応じた選択項目】 

施設種類 評価項目 

登米祝祭劇場 

利用者数拡大の取組を行っているか 

福祉センター 

農村総合管理施設 

有機センター 

観光施設 

物販施設 

公民館 

ふれあいセンター 

体育施設 

歴史資料館 

美術館 

サンクチュアリセ

ンター 

市民活動プラザ 

加工施設 
利用対象者の利用促進のための取組を行

っているか 

斎場 
利用者の利便性向上のための取組を行っ

ているか 

【以下は、該当する施設のみ】 

(利用料金制導入施設) 

・利用料金の減額免除手続は適切に行っているか。 

サービス向上

の具体的な手

法及び期待し

た効果に係る

取組み 

・利用者へのサービス向上のための取組を行っているか 

・施設情報の提供に係る広報の取組を行っているか 

・地域や団体機関との連携を行っているか 

【公民館・ふれあいセンターのみ設定】 

・社会教育事業の参加者を増加させる取組を行っているか 

【以下は、施設の種類に応じた選択項目】 

施設種類 評価項目 

登米祝祭劇場 
芸術文化振興のための施設の機能を活用

した取組を行っているか 

福祉センター 
地域福祉の向上のための施設の機能を活

用した取組を行っているか 

農村総合管理施設 
農業振興のための農業者支援等の施設の

機能を活用した取組を行っているか 

有機センター 
資源循環型農業推進のための生産たい肥

の販売拡大の取組を行っているか 

観光施設 
地域の観光振興や地域振興のための施設

の機能を活用した取組を行っているか 
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物販施設 

地域の産業振興や地域振興、地域産物Ｐ

Ｒのための施設の機能を活用した取組を

行っているか 

公民館 
社会教育事業の取組を行っているか 

ふれあいセンター 

体育施設 
社会体育振興のための施設の機能を活用

した取組を行っているか 

歴史資料館 

文化財の保存及び地域の歴史文化の伝承

のための施設の機能を活用した取組を行

っているか 

美術館 

美術に関する知識及び教養の向上や芸術

文化活動の振興のための施設の機能を活

用した取組を行っているか 

サンクチュアリセ

ンター 

施設や周辺環境を活用して自然保護思想

の普及を図ることを目的とした取組を行

っているか 

市民活動プラザ 
市民と協働のまちづくりの推進を図るた

めの施設を活用した取組を行っているか 

加工施設 

特産品の生産拡大や新たな特産品開発等

の施設の機能を活用した取組を行ってい

るか 

斎場 
利用者の状況に対応したサービス提供の

取組を行っているか 
 

公の施設の適切

な維持及び管理

並びに管理に係

る経費の縮減が

図られているか 

施設の適切管

理及び管理内

容に係る実績

等 

・設備の保守点検や清掃、警備、衛生管理、環境整備等の維持管

理業務を適切に行っているか 

・個人情報保護対策は適切に行われているか 

・省エネ、ゴミの抑制、リサイクルの推進等の環境負荷低減の取

組を行っているか 

・施設の安全確保のための取組を行っているか 

・損害保険等必要な保険に加入しているか 

・火葬業務に必要な体制、マニュアル等を整備しているか。【斎場

のみ設定】 

施設の管理運

営経費に係る

内容実績等 

・収支計画書と比較して、収支状況は適正か 

・管理業務効率化・管理経費縮減の取組を行っているか 

・【斎場・公民館・ふれあいセンターには設定しない】収入確保の

取組を行っているか 

公の施設の設置

目的を達成する

ために事業計画

等に沿った管理

を安定して行う

能力を有してい

るか 

安定運営の人

的能力(管理体

制、職員体制、

指導研修体制、

緊急時対応等) 

・施設の設置目的を踏まえた施設管理の運営に関する基本的な考

え方を持っているか 

・施設の管理運営を行うための適切な職員体制となっているか 

・施設の管理運営に関わる職員の労務管理は適切か、また労働保

険への加入等の労働福祉の体制は整備しているか 

・施設の管理運営に関わる職員の指導育成は計画どおり行ってい

るか 

・緊急時の危機管理体制は整備されているか 

安定的運営を

行う経理的基

盤 

・団体の財務状況は健全か 

・経理規程等が整備され、指定管理業務に係る経費が適切に管理

されているか 

・団体としての監査体制があり、適切に監査を行っているか 
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【イ 個別評価の基準】 

Ｓ 協定書、仕様書及び事業計画書等の水準を上回っている 

Ａ 協定書、仕様書及び事業計画書等の水準どおりである 

Ｂ 協定書、仕様書及び事業計画書等の水準を下回っている 

 

② 施設の管理運営方法等の見直し 

施設所管課、管理運営状況の結果に基づき、指定管理者制度導入の継続の可否

を含め、指定管理期間終了後の施設の管理運営方法等の見直しを行い、その方向

性を示すこととします。その結果、指定管理を継続する場合には、指定管理者の

募集方法や選定方法などについても検討することとします。 

また、検証を通じて明らかとなった課題については、改善に向けて指定管理者

に対する指導や協議を行い、より良い施設の管理運営に向けた改善措置を講じる

とともに、次回選定に当たっての公募条件、業務内容等に検証結果を反映させる

こととします。 

 

【指定管理者制度による管理運営を継続するか否かの判断基準】 

判断の観点 判 断 基 準 

管理･運営経費の

比較 

・導入前の経費を算定し、指定管理者への委託料と比較 

【例示】 

・導入前の人件費の再計算 

・管理運営経費を効率的に低減するための取組 

・収入を増加するための具体的な取組など 

事業の実施内容 ・指定管理者を導入して、直営では実施しがたい新規･独創的な事業や利用者サ

ービス向上策が実施されたか、また、今後も期待できるか 

【例示】 

・専門的知識の活用、事業実施に関する機動力、他企業等との連携など 

・他自治体での類似施設の導入効果の調査 

 

③ 検証のスケジュール 

検証のスケジュールは概ね次のとおりとします。 

【スケジュール】 

時  期 施 設 所 管 課 

４月30日まで ・指定管理者による事業報告書及びモニタリング総合評価表の提出 

５月31日まで ・施設所管課による指定管理者管理運営状況検証調書の作成 

・施設所管課による管理運営方法の見直し等 

６月～ ・施設所管課による管理運営方法の最終決定 

・指定管理者制度更新に伴う資料作成作業 

７月まで ・指定管理者選定委員会へ募集基準・選定基準の審査の依頼 

(指定管理者管理運営状況検証調書を添付) 
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(７) 個人情報の保護 

指定管理者は、施設の維持管理に関し個人情報を取り扱うこととなる場合は、個人

情報保護法（平成15年法律第57号）の規定に基づき、個人情報取扱事業者等として適

正な取扱いの確保のため必要な措置をとるものとします。 

具体的には、プライバシーポリシーの明示、個人情報保護に関する内規の整備、従

業員の指導、委託先の監督等が考えられます。 

なお、個人情報取扱事業者等である指定管理者は、個人情報保護法第66条の規定に

より、保有個人情報について行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる義務を負うこ

とに注意が必要です。また、施設所管課は、個人情報取扱事業者である指定管理者の

安全管理措置について、モニタリングを通じて点検し、必要に応じて指導を行います。 

 

(８) 情報公開 

指定管理者は、登米市情報公開条例の主旨に従い、公の施設の管理のために作成し、

又は取得した文書等であって、業務に従事している者が組織的に用いるものとして保

有している文書等について、以下の情報に該当する場合を除き、公開することとしま

す。 

① プライバシー情報 

個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報 

② 法人等情報 

他の法人等の事業活動に関する情報で、公開すると法人等の正当な利益を明ら

かに害すると認められる情報 

③ 公共の安全、秩序の維持情報 

公開すると、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防等に支障が生じるおそ

れのある情報 

④ その他、公開すると事業の適正な執行に支障を及ぼす情報等 

登米市情報公開条例第７条及び第８条の規定に準拠するものとします。 

 

２ その他指定管理者制度の運用に関し配慮すべき事項 

(１) 指定管理者に委ねることのできない権限 

指定管理者制度により、行政処分として市が行っていた利用許可権限等の施設の管

理権限は指定管理者に委任することができますが、法令により市長のみが行うことと

されている次の権限については、指定管理者に委ねることは認められておりません。 

① 使用料の強制徴収(地方自治法第231条の３) 

② 行政財産の目的外使用許可(地方自治法第238条の４) 

※ 施設の設置目的から外れて施設を使用（行政財産の目的外使用）する許可

は、施設の設置者である市の権限であることから、指定管理者は、当該許可を

行うことはできません。当該事案が生じる可能性がある場合、指定管理者は事
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前に施設所管課へ相談するものとし、必要に応じて市長へ行政財産の目的外使

用許可申請を行うこととなります。 

例）①指定管理施設内に、自動販売機や食堂・喫茶を設置 

②指定管理施設内に、指定管理者が指定管理業務以外の業務を遂行する

ための事務所を設置 

ただし、行政財産の使用について準用する登米市普通財産の貸付けに関する

事務取扱要領第２条第３項ただし書き（登米市公有財産等調整委員会の審議を

経ず貸し付けることができる場合）に該当する場合には、申請は不要とします。 

③ 審査請求に対する決定(地方自治法第244条の４) 

 

(２) 指定管理者に対する監督に関する事項(地方自治法第244条の２第10項) 

市は指定管理者による施設管理の適正を期するため、指定管理者に対して管理業務

や経理の状況の報告を求めたり、実地調査及び必要な指示をすることができます。 

 

(３) 指定の取消し及び業務の停止(地方自治法第244条の２第11項) 

市は、モニタリング等により確認された改善すべき事項に対し、改善指示を行いま

す。指定管理者が改善指示に従わないとき、又はその他指定管理者の責めに帰すべき

事由により当該指定管理者による管理の継続が適当でないと認められる場合には、指

定期間内であっても指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止

(以下「指定の取消し等」という。)を命じることができます。 

なお、次に掲げる場合に、指定の取消し等となり得ます。 

① 当該施設の設置条例又は協定書の規定に違反した場合 

② 地方自治法第244条の２第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、こ

れに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げた場合 

③ 地方自治法第244条の２第10項の規定に基づく指示に従わない場合 

④ 利用者に対し、正当な理由なく施設の利用を拒み、又は不当な差別的扱いをし

た場合 

⑤ 指定管理者が法令違反等により、管理業務を継続させることが、社会通念上不

適当と判断される場合 

⑥ 当該施設の指定管理者募集要項に規定した応募資格を満たさなくなったとき、

又は欠格事項に該当することとなった場合 

⑦ 申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明した場合 

⑧ 指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務が行われない場合 

⑨ 不可抗力(天災(地震、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)や人災(戦

争、テロ、暴動等)の市又は指定管理者の責に帰することができない現象をいう)

により、管理業務の継続が著しく困難になったと判断される場合 

⑩ 指定管理者の経営状況の悪化により、管理業務を継続することが不可能、又は

著しく困難になったと判断される場合 
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⑪ 指定管理者から、指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面

による申し出があった場合 

⑫ 当該施設が、公の施設として当初の目的に変更が生じた場合又は廃止、統合さ

れることとなった場合 

⑬ その他、市が当該指定管理者による管理の継続が適当でないと認める場合 

【指定の取消し等の判断基準】 

指定の取消し等については、次の事項を検討した上で、処分内容や実施時期等を決

定するものとします。 

① 事象の重大性 

② 原因(帰責性) 

③ 市民・利用者への影響 

④ 処分実施後の施設の管理運営方法 

【指定の取消し等の処分基準】 

要  件 処分の内容 

① 当該施設の設置条例又は協定書の規定に違反し

た場合 
－ 

ア 悪質かつ施設の管理運営に、重大な支障が生

じると判断されたとき 
取消し 

イ 施設の管理運営上、支障は生じるが、指導に

より改善できると判断されたとき 

改善に要する期間の業務の一部又は全部の

停止 

② 地方自治法第244条の２第10項の規定に基づく報

告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚

偽の報告を行い、若しくは調査を妨げた場合 

－ 

ア 悪質かつ指導をしても指示に従わないとき 取消し 

イ 指導により指示に従うとき 
指示に従い、改善に要する期間の業務の一

部又は全部の停止 

③ 地方自治法第244条の２第10項の規定に基づく指

示に従わない場合 
－ 

ア 悪質かつ指導を行っても指示に従わないとき 取消し 

イ 指導により指示に従うとき 
指示に従い、改善までに要する期間の業務

の一部又は全部の停止 

④ 利用者に対し、正当な理由なく施設の利用を拒

み、又は不当な差別的扱いをした場合 
－ 

ア 悪質かつ施設の管理運営上、重大な支障が生

じると判断されたとき 
取消し 

イ 施設の管理運営上、支障は生じるが指導によ

り改善できると判断されたとき 

改善に要する期間の業務の一部又は全部の

停止 
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⑤ 指定管理者が法令違反等により、管理業務を継

続させることが、社会通念上不適当と判断される

場合 

取消し 

⑥ 当該施設の指定管理者募集要項に規定した応募

資格を満たさなくなったとき、又は欠格事項に該

当することとなった場合 

取消し 

⑦ 申込みの際に提出した書類の内容に虚偽がある

ことが判明した場合 
－ 

ア 悪質かつ故意によるものと判断されたとき 取消し 

イ 故意では無く、記載の誤りと判断されたとき 
書類の記載内容の修正及び確認に要する期

間の業務の一部又は全部の停止 

⑧ 指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務

が行われない場合 
－ 

ア 悪質かつ施設の管理運営上、大きな支障が生じ

ると判断されたとき 
取消し 

イ 管理業務をできないやむを得ない事情があり、

施設の管理運営上、支障は生じるが、再開が可能

と判断されたとき 

管理業務を再開できるまでの期間の業務の

一部又は全部の停止 

⑨ 不可抗力(天災(地震、落雷、暴風雨、洪水、異常

降雨、土砂崩壊等)や人災(戦争、テロ、暴動等)の市

又は指定管理者の責に帰することができない現象

をいう)により、管理業務の継続が著しく困難にな

ったと判断されるとき 

－ 

ア 施設が利用できず、管理業務の継続が不可能

と判断されたとき 
取消し 

イ 施設の修繕により、管理業務の継続が可能と

判断されたとき 

修繕等、施設の再開までに要する期間の業

務の一部又は全部の停止 

⑩ 指定管理者の経営状況の悪化により、管理業務

を継続することが不可能、又は著しく困難になっ

たと判断されるとき 

－ 

ア 経営状況の回復は難しく、管理業務の継続が

不可能と判断されたとき 
取消し 

イ 経営状況の回復が可能と判断されたとき 
経営状況を回復し、再開できるまでの期間

の業務の一部又は全部の停止 

⑬ その他、市が当該指定管理者による管理の継続

が適当でないと認めるとき 
内容に応じて、処分を決定 

 

(４) 指定の取消し等の手続 

指定の取消し等の処分の実施に当たっては、本市の行政手続条例に基づき、理由の

提示や聴聞等の手続が必要となります。 

また、指定期間中に指定管理者の指定の取消し等があった場合は、施設のあり方、

管理運営のあり方について再検討し、直ちに指定管理者の再選定、あるいは一時的な
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直営による管理への移行を速やかに行う必要があります。 

なお、指定の取消し等の処分を行った場合には、必要に応じて、市がすでに支払っ

た指定管理料の返還、収受した利用料金の全部又は一部の市への納付、市に損害が発

生した場合には損害賠償の支払い等を指定管理者に求めることができる旨を協定書

等に規定する必要があります。 

 

(５) 第三者機関等による指定管理者が管理する施設の管理状況調査に関する事項 

管理状況に関する調査は、施設所管部局等において実施するものであるが、特に必

要と認める場合には、施設の特性や管理の実態に合わせて第三者機関を設置すること

ができるものとします。 

 

(６) 指定管理者の行った利用関係の設定に対する審査請求に関する事項 

処分に該当する個々の利用関係の設定に関する審査請求については、市長に対する

審査請求となります。また、指定管理者が処分時に交付する通知書等に審査請求につ

いて教示しなければなりません。 

 

(７) 指定期間の終了 

指定期間が満了したときは、当然指定の効力は失われます。 

引き続き指定管理者制度による施設の管理を行う場合には、指定期間が満了する前

に、再度募集から協定締結までの手続を実施することとなりますので、指定管理者に

係る指定議案の議決を経ておく必要があります。 

また、指定管理者は、次の指定管理者が円滑に業務を遂行できるよう引継ぎを行う

とともに、市長が特に支障がないと認めた場合を除き、施設等を原状に回復すること

となります。 



○収益事業利益の充当の考え方

【指定管理料の積算例】　　（単位：円）

◆収益事業がない施設の場合

①指定管理業務の支出額（Ａ）、利用料金（Ｂ）を積算し、指定管理料（Ｅ）を算出

◆収益事業がある施設の場合

①収益事業利益（積算額）の30％相当額（エ）を算出

②指定管理業務の支出額（Ｌ）、利用料金（Ｍ）を積算
③支出額（Ａ）から利用料金（Ｂ）、収益事業利益からの充当額（Ｃ）を差し引いて、指定管理料（Ｅ）を算出

④指定管理料の減額となった金額（＝収益事業利益からの充当額（Ｃ））と同額を市の財源で補修基金に積立

Ｇ（＝Ｆ-Ａ）

6,100,000 100,000 1,500,000 1,600,000 4,500,000 6,100,000 0

Ａ Ｂ Ｃ（＝エ） Ｄ（＝Ｂ+Ｃ） Ｅ（＝Ａ-Ｄ） Ｆ（＝Ｄ+Ｅ）

支出

収入

収支
利用料金

収益事業
利益からの

充当額
小計 指定管理料 計

指定管理業務

収益事業
指定管理
業務への
充当額収入 支出 利益

ア イ ウ（＝ア-イ） エ（＝ウ×30％）

40,000,000 35,000,000 5,000,000 1,500,000
収益事業利益のうち
ウ－エ＝3,500,000円
が指定管理者に残る。

Ｇ（＝Ｆ-Ａ）

6,100,000 100,000 ― 100,000 6,000,000 6,100,000 0

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（＝Ｂ+Ｃ） Ｅ（＝Ａ-Ｄ） Ｆ（＝Ｄ+Ｅ）

　令和２年度以降に指定管理者制度を導入又は更新する道の駅や直売所等の収益事業（物販・飲食提供事業
等）を行う施設においては、指定管理料を積算する際に、収益事業利益の30％を指定管理業務の収入として見込
み、指定管理料の減額につなげることができることとします。
　この場合において、積算上、指定管理料の減額となった金額と同額を将来の施設修繕に備えるため、市の財源
で補修基金に積立て、当該施設の修繕等に活用します。

指定管理業務

支出

収入

収支
利用料金

収益事業
利益からの

充当額
小計 指定管理料 計

本来、指定管理料の一部として必要だった金額

別紙１-１

指定管理料を積算する際に、収益事業利益の30％

を収入として見込むことで、指定管理料が減額とな

る。
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○納付金制度の基本的な考え方

【納付金の計算例】※納付率を下限の30％で提案されたとして計算　　（単位：円）

①収益事業利益から納付金の上限額（エ）を算出

◆パターン１：指定管理業務へ納付金からの充当が必要ない場合

②指定管理業務の支出額（Ａ）、利用料金（Ｃ）を算出
③支出額（Ａ）と収入小計（Ｄ）から「納付金からの充当額（Ｅ）」及び「市への納付金額（Ｈ）」を算出

④市は「市への納付金額（Ｈ）」を補修基金に積立

◆パターン２：指定管理業務へ納付金からの充当が必要な場合

②指定管理業務の支出額（Ａ）、利用料金（Ｃ）を算出
③支出額（Ａ）と収入小計（Ｄ）から「納付金からの充当額（Ｅ）」及び「市への納付金額（Ｈ）」を算出

④指定管理料の減額となった金額（＝納付金からの充当額（Ｅ））と同額を市の財源で補修基金に積立
⑤市は「市への納付金額（Ｈ）」を補修基金に積立

0 1,000,000 500,0006,100,000 0 5,100,000 5,100,000 1,000,000 6,100,000

納付金からの
充当額 計

指定管理
業務への
充当額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（＝Ｂ+Ｃ） Ｆ（＝Ｄ+Ｅ）

市への
納付金額

Ｅ（＝Ａ-Ｄ）
（Ｅ＜0の場合0） Ｅ Ｈ（＝エ-Ｅ）

0 1,500,000

指定管理業務 （再掲）納付金の上限額　エ

支出

収入

収支

1,500,000

指定管理料 利用料金

Ｇ（＝Ｆ-Ａ）

小計

Ｇ（＝Ｆ-Ａ） Ｅ Ｈ（＝エ-Ｅ）

6,100,000 0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 900,000

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（＝Ｂ+Ｃ）

収益事業利益のうち
ウ－エ＝3,500,000円
が指定管理者に残る。

指定管理業務 （再掲）納付金の上限額　エ

支出

収入

収支

1,500,000

指定管理料 利用料金 小計
納付金からの

充当額 計
指定管理
業務への
充当額

市への
納付金額

Ｅ（＝Ａ-Ｄ）
（Ｅ＜0の場合0） Ｆ（＝Ｄ+Ｅ）

ア イ ウ（＝ア-イ） エ（＝ウ×30％）

40,000,000 35,000,000 5,000,000 1,500,000

　道の駅や直売所等の収益事業（物販・飲食提供事業等）を行う施設の中で、市の積算上、指定管理料が０円とな
る施設においては、納付金制度を導入し、公募時に応募者から納付率を提案していただきます。納付金は、次の
計算式により求め、市の指示に従い納付するものとします。

　　　納付金 ＝ 収益事業利益×納付率（30％を下限に提案された率） - 指定管理業務への充当額
　　　　※マイナスとなる場合、納付は不要

　市に納付された納付金は補修基金に積立て、当該施設の修繕等に活用します。

収益事業

納付金の
上限額収入 支出 利益

別紙１-２

本来、指定管理料として必要だった金額
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